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今
回
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区
画
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際
し
て
、
市
が
行
う｢
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転
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の
特
集
で
す
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①移転補償とは？ 
 

 土地区画整理事業では、一般的に、現在あるほとんどの建物や工作物を移転

した後に、新しい宅地や道路などを造ることになります。 

この事業に伴い、現在ある建物、工作物などを移転するための費用や、事業

区域内に住んでいる人が一時的に仮住居（仮住まい）するための費用など、移

転のために通常必要と認められる費用についての補償を、｢移転補償｣といいま

す。 
 

※事業計画上、移転の必要がない一部の建物は｢不動建物｣となります。この｢不動建物｣

については、別途、換地設計（案）の発表の際にお知らせします。 

 

赤
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建物や工作

託した建物調

この調査で

べるため、建

写真を撮った

の庭木などに

については、

今年度は、

参照）につい

調査の日程

整します。正

願いします。
 
【ご注意】○｢

調

さ

○不

だ

号 外 
平成１７年８月１９日 

 
【発行者】  
宗像市 都市建設部  
赤間駅周辺整備室

宗像市  都市建
TEL（０９４０

②移転補償の
 
建物移転料 

工作物移転料 

立竹木移転料 

動産移転料 

仮住居等の使用

家賃減収補償 

移転雑費 

営業補償 

※具体的な補償の

今 号 の 
内   容 

 

■｢建物等調査｣にご協力ください■ 
物などの移転に必要な補償金を算定するため、市が委

査会社の社員が｢建物等調査｣を行います。 

は、建物や工作物などの大きさ、構造、材質などを調

物内のすべての部屋に入り、実際に寸法を測ったり、

りします。また、移転が必要とされる家具や、敷地内

ついても調査します。あわせて、営業をされている方

その内容などについて調査します。 

ＡブロックとＢブロックの一部（裏面のスケジュール

て、８月下旬から随時、調査を行います。 

などについては、後日、市職員が戸別にお伺いし、調

確な資料作りのため、みなさまのご協力をよろしくお

 

建物等調査｣にお伺いする建物調査会社の社員は、市が発行する

査員証を携行します。訪問の際は、必ず調査員証をご確認くだ

い。 
審な点がありましたら、すぐに赤間駅周辺整備室までご連絡く

さい。 
設部  赤間駅周辺整備室  〒811-4183 宗像市土穴２０１番地２（旧福岡シティ
）３８－８３００ FAX（０９４０）３８－８３１０ 

種類と主な内容 

建物を移転するために要する費用（撤去費用などを含みます） 
 
門・塀などの工作物を移転するために要する費用（撤去費用などを含みます） 
 
庭木などを移転するために要する費用 
 
家財道具、商品などの動産を移転するために要する費用 
 

料 移転期間中、仮住居（仮住まい）などの使用に要する費用 
 
移転期間中の家賃減収相当の額の補償 
 
移転に要する法令上の手続き費用、移転通知費用などの諸々の雑費に要す

る費用 
 
移転期間中に営業を一時休止するために生じる損失などの補償 
 

内容については、個々の資産の種類や、利用の実態などによって異なります。 
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④
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裏面もご覧

ください。 
銀行）  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○市の工事の完了後、新しい土地（仮換地）を所有者に引き渡します。 
※引渡し後の土地は、建物を建てるなど、所有者の方にご利用いただけます。 

○市が、換地先となる宅地や道路、上下水道管の整備のための工事をしま 。 

○建物等の移転を確認後、補償金（残額）を支払います。 

○所有者の方に、建物等の移転（撤去などを含む）を行っていただきます。 

○移転が完了するまでの間、一時的に仮住居（仮住まい）へ転居していただきます。

○営業をされている方には、現在地での営業を一時的に休止していただきます。 
※仮住居は、ご自身で探していただくようになります。 

○移転補償契約後、補償金の一部（５０％以内）について前払いをします。 

③移転補償の流れ 

１０．新しい土地の使用開始 

９．工事 

８．補償金（残額）の支払い 

７．建物等の移転 

６．仮住居への転居 

５．補償金の一部前払い 

４．移転補償契約 

○移転の対象となる建物等について、構造や用途、間取りなどを詳しく調査します。

○営業をされている方については、営業内容などについて調査し す。 

 

○建物等の調査の結果を基に、移転補償額を計算します。 

○補償額を提示し、内容を説明します。 
○借家人の方についても、補償額を提示し、説明します。 
※借家契約がある場合、移転の時期や、移転後の建物利用などについては、賃貸人

と賃借人の方で直接協議をしていただくようになります。 
 

２．補償額の計算 

３．移転についての協議 

１．建物等の調査 

○移転についての協議の終了後、移転についての補償契約を結びます。 
※建物に抵当権が設定されている場合は、抵当権の取り扱いについて、所有者と抵

当権者で直接協議をしていただくようになります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成18年度平成17年度 平成20年度 平成22年度平成21年度平成19年度

④今後のスケジュール 

 

 
 

平成１７年度建物等調査予定区域

Ｂ
ストックヤード 

Ａ

赤間駅周辺整備室事務所 

Ｄ
Ｃ

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

建物等調査・移転協議 新しい宅地や道路などの工事

仮住居への転居・建物等の移転 新しい土地（仮換地）の使用開始

※このスケジュールは予定です。事業の進捗その他の諸条件により、スケジュールが変更になる場合

7月　 10月 　 1月 7月　 10月 　 1月 7月　 10月 　 1月 7月　 10月 　 1月 7月　 10月 　 1月
ま

がありま

7月　 10月 　
す

す。

 1月


